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議 会 運 営 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和２年１１月２５日（水）  午前１０時１分 開会 

                 午前１１時５分 閉会 

 

１．場所 

  第一委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 渡 辺 慎 吾 副委員長 村 上 英 明  委  員 塚 本 崇 

  委  員 弘 豊 委  員 楢 村 一 臣  委  員 光 好 博 幸 

  議  長 森 西 正  副 議 長 水 谷 毅 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  副市長 奥 村 良 夫  総務部長 山 口  猛 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 牛 渡 長 子 同局次長 溝 口 哲 也 

同局主幹兼総括主査 香 山 叔 彦  同局書記 速 水 知 沙 

同局書記 織 田 裕 太    

 

１．案件 

・令和２年第４回定例会審議日程及び議事日程について 

・認定第１号 令和元年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 
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（午前１０時１分 開会） 

○渡辺慎吾委員長 ただいまから議会運

営委員会を開会します。 

 まず、理事者から挨拶を受けることにし

ます。 

 副市長。 

○奥村副市長 おはようございます。 

 皆様方には、令和２年第３回市議会定例

会及び決算審査に係る委員会に引き続き

まして、令和２年第４回定例会を控え大変

お忙しい中、議会運営委員会を開催してい

ただき、ありがとうございます。 

 来る１１月３０日に開催されます本会

議におきまして、予算案件７件、条例案件

８件、その他案件４件、計１９件の議案提

出を予定いたしております。 

 それぞれの案件の概要につきましては、

この後、総務部長から説明いたしますので、

よろしくお願い申し上げます。 

○渡辺慎吾委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会署名委員は塚本委員を指

名します。 

 第４回定例会の提出議案の概略説明を

受ける前に委員の皆さんにお伺いさせて

いただきますが、本日、認定第１号、令和

元年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定

の件に係る議会費の審査の後、議会運営に

おける新型コロナウイルス感染症への対

応について協議させていただきたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 それでは、そのように

決定いたします。 

 第４回定例会の提出議案について、概略

説明をお願いします。 

 総務部長。 

○山口総務部長 改めまして、おはようご

ざいます。 

 それでは、令和２年第４回市議会定例会

提出案件の概略説明をさせていただきま

す。 

 まず、議案第８１号は令和２年度摂津市

一般会計補正予算（第７号）でございます。 

 本件は、現計予算額４７７億４，１６４

万円に補正額１億２，０８７万５，０００

円を追加し、補正後の予算額を４７８億６，

２５１万５，０００円とするものでござい

ます。 

 その内容につきましては、歳入におきま

しては、補正財源の調整により財政調整基

金繰入金を増額いたしております。 

 歳出におきましては、新型コロナウイル

ス感染症対策の市独自施策を追加で講じ

るものとして、検体採取補助金の拡充や中

小企業者雇用継続支援金の支給などを計

上いたしております。 

 次に、議案第８２号は令和２年度摂津市

一般会計補正予算（第８号）でございます。 

 本件は、現計予算額４７８億６，２５１

万５，０００円に補正額３，６８７万７，

０００円を追加し、補正後の予算額を４７

８億９，９３９万２，０００円とするもの

でございます。 

 その内容につきましては、歳入におきま

しては、国民健康保険の保険料軽減に係る

国庫負担金及び府負担金を増額するほか、

大阪府が実施するインフルエンザ定期接

種の自己負担無償化に伴い、予防接種自己

負担金を減額し、府補助金を増額するもの

などでございます。 

 また、補正財源の調整により財政調整基

金繰入金を増額いたしております。 

 歳出におきましては、期末手当の支給率

引き下げ、人事異動などに伴う人件費に係

る補正のほか、大阪府が実施するインフル

エンザ定期接種の自己負担無償化に伴う
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予防接種委託料の増額や国民健康保険特

別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保

険特別会計への操出金などを計上いたし

ております。 

 債務負担行為といたしましては、コミュ

ニティセンター指定管理料など５事業に

ついて追加するものでございます。 

 次に、議案第８３号は令和２年度摂津市

水道事業会計補正予算（第２号）でござい

ます。 

 本件は、収益的支出におきましては、現

計予算額１９億８，８７７万４，０００円

から１，３９６万３，０００円を減額し、

補正後の予算額を１９億７，４８１万１，

０００円とするものでございます。 

 また、資本的支出におきましては、現計

予算額１６億３，６３３万５，０００円か

ら２３８万５，０００円を減額し、補正後

の予算額を１６億３，３９５万円とするも

のでございます。 

 補正の内容といたしましては、期末手当

の支給率引下げ及び人事異動に伴う人件

費などの補正でございます。 

 また、債務負担行為では、給配水管維持

管理事業など３事業を追加いたしており

ます。 

 次に、議案第８４号、令和２年度摂津市

下水道事業会計補正予算（第１号）でござ

います。 

 本件は、収益的収入におきまして、現計

予算額３７億６，７８０万３，０００円か

ら１１万７，０００円を減額し、補正後の

予算額を３７億６，７６８万６，０００円

とするほか、収益的支出におきましては、

現計予算額３５億８，０６７万４，０００

円から４１８万円を減額し、補正後予算額

を３５億７，６４９万４，０００円とする

ものでございます。 

 また、資本的支出におきましては、現計

予算額５０億１，４０９万６，０００円か

ら３２万円を減額し、補正後予算額を５０

億１，３７７万６，０００円とするもので

ございます。 

 補正の内容といたしましては、期末手当

の支給率引き下げ及び人事異動に伴う人

件費などの補正でございます。 

 また、債務負担行為では、公共下水道管

理事業など２事業を設定いたしておりま

す。 

 次に、議案第８５号は令和２年度摂津市

国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

でございます。 

 本件は、現計予算額９８億９，１８８万

３，０００円に補正額５５４万円を追加し、

補正後の予算額を９８億９，７４２万３，

０００円とするものでございます。 

 補正の内容といたしましては、歳入にお

きましては、保険料を減額するほか、保険

料軽減に伴う繰入金などを増額するもの

でございます。 

 歳出におきましては、期末手当の支給率

引下げ及び人事異動に伴う人件費を計上

いたしております。 

 次に、議案第８６号は令和２年度摂津市

介護保険特別会計補正予算（第３号）でご

ざいます。 

 本件は、現計予算額７２億８，９４２万

５，０００円から補正額６１０万９，００

０円を減額し、補正後の予算額を７２億８，

３３１万６，０００円とするものでござい

ます。 

 補正の内容といたしましては、期末手当

の支給率引下げ及び人事異動に伴う人件

費の補正でございます。 

 また、債務負担行為では、要介護認定調

査費用を追加いたしております。 
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 次に、議案第８７号は令和２年度摂津後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

でございます。 

 本件は、現計予算額１２億２，８３９万

６，０００円に補正額２，１２１万８，０

００円を追加し、補正後の予算額を１２億

４，９６１万４，０００円とするものでご

ざいます。 

 補正の内容といたしましては、歳入にお

きましては、特別徴収保険料の増額、普通

徴収保険料の減額のほか、一般会計繰入金

の増額などを計上いたしております。 

 歳出におきましては、システム改修委託

料及び広域連合に対する納付金の増額を

計上いたしております。 

 次に、議案第８８号は摂津市副市長の定

数を定める条例の一部を改正する条例制

定の件でございます。 

 本件は、副市長の定数を二人に変更する

ため所要の改正を行うものでございます。 

 なお、施行日は令和３年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第８９号は一般職の職員の給

与に関する条例の一部を改正する条例制

定の件でございます。 

 本件は、一般職の職員の期末手当の支給

割合を改正するため所要の改正を行うも

のでございます。 

 内容につきましては、本条例第１条にお

きまして、職員の令和２年１２月期の期末

手当の支給割合を１．３か月から１．２５

か月に引き下げるものでございます。 

 特定任期付職員にあっては、１．７月分

から１．６５月分に引き下げるものでござ

います。 

 本条例第２条におきましては、職員の令

和３年度以降の６月期及び１２月期の期

末手当の支給割合をそれぞれ１．２７５月

分とするものでございます。 

 特定任期付職員にあっては、１．６７５

月分とするものでございます。 

 なお、施行日は令和２年１２月１日とい

たしております。ただし、第２条の規定は

令和３年４月１日といたしております。 

 次に、議案第９０号は特別職の職員の給

与に関する条例及び摂津市議会議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例制定の件でございます。 

 本件は、特別職の職員及び議会議員の期

末手当の支給割合を改定するため所要の

改正を行うものでございます。 

 内容につきましては、本条例第１条にお

きまして特別職の職員の令和２年１２月

期の期末手当の支給割合を２．０２５月分

から１．９７５月分に引き下げるものでご

ざいます。 

 本条例第２条におきましては、特別職の

職員の令和３年度以降の６月期及び１２

月期の期末手当の支給割合をそれぞれ２．

０月分とするものでございます。 

 本条例第３条におきましては、議会議員

の令和２年１２月期の期末手当の支給割

合を２．０２５月分から１．９７５月分に

引き下げるものでございます。 

 本条例第４条におきましては、議会議員

の令和３年度以降の６月期及び１２月期

の期末手当の支給割合をそれぞれ２．０月

分とするものでございます。 

 なお、施行日は令和２年１２月１日とい

たしております。ただし、第２条及び第４

条の規定は令和３年４月１日といたして

おります。 

 次に、議案第９１号、摂津市諸収入金に

係る督促手数料及び延滞金に関する条例

等の一部を改正する条例制定に件でござ

います。 
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 本件は、地方税における延滞金の割合等

に合わせ、市の歳入に係る延滞金に関する

規定の整備を行うため所要の改正を行う

ものでございます。 

 内容といたしましては、本条例第１条に

おきまして、地方自治法第２３１条の３の

規定に基づく市の収入金、以下諸収入金と

申しますが、これに係ります延滞金の年１

４．６％の割合及び７．３％の割合につい

て、当分の間、各年の延滞金特例基準割合、

これは平均貸付割合に年１％の割合を加

算した割合を言いますが、年７．３％の割

合に満たない場合には、その年においては

年１４．６％の割合にあっては、その年に

おける延滞金特例基準割合に７．３％の割

合を加算した割合とし、年７．３％の割合

にあっては、当該延滞金特例基準割合に年

１％の割合を加算した割合とするもので

ございます。 

 そのほか、地方税法における延滞金に関

する規定に合わせ、諸収入金に係る延滞金

に関する規定について字句等の整備を行

うものでございます。 

 本条例第２条から第４条までにおきま

しては、後期高齢者医療保険料、国民健康

保険料及び介護保険料に係る延滞金の割

合の特例について、地方税法の改正に合わ

せ、特例基準割合を延滞金特例基準割合に

改める等の所要の規定の整備を行うもの

でございます。 

 本条例第５条におきましては、都市計画

下水道事業受益者負担金に係る延滞金の

年１４．５％の割合について、納付期日の

翌日から１月を経過するまでの期間につ

いては年７．２５％の割合とするものでご

ざいます。 

 また、延滞金の年１４．５％の割合及び

年７．２５％の割合については、当分の間、

各年の延滞金特例基準割合が年７．２５％

の割合に満たない場合には、その年中にお

いては年１４．５％の割合にあってはその

年における延滞金特例基準割合に年７．２

５％の割合を加算した割合として、年７．

２５％の割合にあっては当該延滞金特例

基準割合に年１％の割合を加算した割合

とするものでございます。 

 そのほか、地方税法における延滞金に関

する規定に合わせ、受益者負担金に係る延

滞金に関する規定について字句等の整備

を行うものでございます。 

 なお、施行日は令和３年１月１日といた

しております。 

 次に、議案第９２号は摂津市指定居宅介

護支援事業者の指定並びに指定居宅介護

支援等の事業の人員及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例制

定の件でございます。 

 本件は、厚生労働省令である指定居宅介

護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準の改正に伴い所要の改正を行うもの

でございます。 

 内容といたしましては、居宅介護支援事

業所の管理者となる者は令和３年４月１

日以降は主任介護支援専門員でなければ

なりませんが、主任介護支援専門員の確保

が著しく困難であるなどやむを得ない理

由がある場合には介護支援専門員を管理

者とすることができることとするもので

ございます。 

 また、令和３年３月３１日において、主

任介護支援専門員でない者が管理者であ

る居宅介護支援事業所については、当該管

理者が管理者である限り、管理者を主任介

護支援専門員とする要件の適用を令和９

年３月３１日まで猶予することとするも

のでございます。 
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 なお、施行日は公布の日といたしており

ます。ただし、一部の規定は令和３年４月

１日といたしております。 

 次に、議案第９３号は摂津市違法駐車等

の防止に関する条例の一部を改正する条

例制定の件でございます。 

 本件は、道路交通法の改正に伴い同法の

引用箇所の改正、その他、字句の整備を行

うものでございます。 

 なお、施行日は公布の日といたしており

ます。 

 次に、議案第９４号は摂津市企業立地等

促進条例の一部を改正する条例条例制定

の件でございます。 

 本件は、摂津市企業立地等促進条例の有

効期限を令和８年３月３１日まで延長す

るため所要の改正を行うものでございま

す。 

 なお、施行日は公布の日といたしており

ます。 

 次に、議案第９５号は摂津市火災予防条

例の一部を改正する条例制定の件でござ

います。 

 本件は、対象火気設備等の位置、構造及

び管理並びに対象火気器具等の取り扱い

に関する条例の制定に関する基準を定め

る省令の改正に伴い所要の改正を行うも

のでございます。 

 内容といたしましては、急速充電設備の

全出力の上限を２００キロワットまで拡

大するとともに、急速充電設備の機器本体、

コネクター、充電用ケーブル、開閉器及び

蓄電池について、火災予防上必要な措置を

定めるものでございます。 

 なお、施行日は令和３年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第９６号は指定管理者指定の

件、摂津市民図書館及び摂津市立鳥飼図書

センターの件でございます。 

 本件は、摂津市民図書館及び摂津市立鳥

飼図書センターの指定管理者として株式

会社図書館流通センターを指定すること

について、地方自治法第２４４条の２第６

項の規定により議会の議決を求めるもの

でございます。 

 なお、株式会社図書館流通センターの主

たる事務所の所在地は東京都文京区大塚

三丁目１番１号で、代表者は代表取締役 

細川博史でございます。 

 指定の期間につきましては、令和３年４

月１日から令和６年３月３１日までの３

年間といたしております。 

 次に、議案第９７号は指定管理者指定の

件、摂津市立別府コミュニティセンターの

件でございます。 

 本件は、摂津市立別府コミュニティセン

ターの指定管理者として一般財団法人摂

津市施設管理公社を指定することについ

て、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により議会の議決を求めるものでござ

います。 

 なお、一般財団法人摂津市施設管理公社

の主たる事務所の所在地は摂津市香露園

３２番１９号で、代表者は理事長藤井智哉

でございます。 

 指定の期間につきましては、令和３年４

月１日から令和６年３月３１日までの３

年間といたしております。 

 次に、議案第９８号は豊中市・吹田市・

池田市・箕面市・摂津市消防通信指令事務

協議会の設置に関する協議の件でござい

ます。 

 本件は、消防通信指令に関する事務を共

同して管理し、及び執行するため、豊中市・

吹田市・池田市・箕面市・摂津市消防通信

指令事務協議会を設置することに関し、豊
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中市・吹田市・池田市及び箕面市と協議す

ることについて、地方自治法第２５２条の

２の２第３項の規定により議会の議決を

求めるものでございます。 

 協議会の規約の主な内容といたしまし

ては、協議会は関係市の消防本部の管轄区

域に係る災害通報の受信、出場指令、通信

統制、情報の収集伝達、関係機関との連絡

調整等の関する事務並びにこれらに必要

な設備及びシステムの管理、整備等に関す

る事務を管理し、及び執行するをすること

といたしております。 

 また、協議会は会長及び委員４人をもっ

て組織し、会長は関係市の消防長の職にあ

る者のうちから関係市の長が協議して選

任し、委員は関係市の消防長の職にある者

のうち、会長以外の者をもって充てること

としております。 

 そのほか、協議会の事務に関する費用に

つきましては関係市が負担し、その負担す

べき額は協議会が定める負担金割合によ

ることとしております。 

 なお、協議会規約の施行日は令和３年２

月１日といたしております。 

 最後になりましたが、議案第９９号は吹

田市・摂津市消防通信指令事務協議会の廃

止に関する協議の件でございます。 

 本件は、豊中市・吹田市・池田市・箕面

市・摂津市消防通信指令事務協議会による

消防通信指令事務の開始に伴い、吹田市・

摂津市消防通信指令事務協議会を廃止す

ることに関し吹田市と協議することにつ

いて、地方自治法第２５２条の２の２第３

項の規定により議会の議決を求めるもの

でございます。 

 なお、協議会規約を廃止する規約の施行

日は令和６年４月１日といたしておりま

す。 

 以上、令和２年第４回定例会提出案件の

概略説明とさせていただきます。 

○渡辺慎吾委員長 説明が終わりました。 

 この際、何か質問があればお受けいたし

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 質問がないようです

ので、理事者の皆さんは退席をいただいて

結構でございます。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時２５分 休憩） 

（午前１０時２６分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

 それでは、認定第１号、令和元年度摂津

市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

について審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 牛渡局長。 

○牛渡事務局長 それでは、認定第１号、

令和元年度摂津市一般会計歳入歳出決算

のうち、議会費に係ります部分について、

決算書に基づき説明させていただきます。 

 まず、歳入ですが、一般会計歳入歳出決

算書の６５ページの款２０諸収入、項４雑

入、目２雑入、節１雑収入は、議会事務局

分として議員個人や会派など一同名で発

信いたしました電報代による私用電話使

用料と各会派が使用されました電子複写

機使用料でございます。 

 次に、歳出につきましては、７２ページ

から７５ページの議会費で、予算現額２億

７，４８７万１，０００円に対しまして、

支出済額は２億７，０６５万２，８０１円

で、執行率は９８．５％となっております。 

 その主な内容といたしましては、７２ペ

ージの款１議会費、項１議会費、目１議会

費、節１報酬は議員報酬でございます。 

 前年度に比べ、５．２％、６３８万５，
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４８２円の減少となっております。 

 主な要因といたしましては、平成３１年

３月に議員の失職があり、平成３１年度は

議員数が１８名となったため、前年度より

減少したものでございます。 

 節３職員手当等のうち、議員期末手当は、

前年度に比べ５．２％、２６０万１００円

の減少となっております。 

 これにつきましても、議員数が減少した

ことによるものです。 

 次に、節４共済費のうち、議員共済給付

費負担金は、総務省から示された算定方法

に基づき、本市の場合、平成３１年４月１

日現在における標準報酬月額５４万円に、

同じく平成３１年４月１日現在における

議員数１８人の１２か月分に改正省令で

定める負担金率１００分の３６．９を掛け

て算出しております。 

 その下、議員共済事務費負担金は、市議

会議員共済費に支払う事務負担金で、平成

３１年４月１日現在の議員定数１９人分

で、議員一人当たり年額１万３，０００円

でございます。 

 節７賃金は、議長公用車運転手に係る賃

金でございます。 

 節８報償費は、友好都市から摂津市への

訪問時や友好都市への訪問時などの記念

品代及び手話通訳者派遣費です。 

 令和元年度におきましては、令和元年９

月２５日（水）に友好都市でありますオー

ストラリアのバンダバーグ市が本市へ訪

問された際、記念品といたしまして、摂津

優品（せっつすぐれもん）の男十撫（おと

な）せっけんを購入させていただいたもの

でございます。 

 節９旅費のうち、費用弁償は、全国市議

会議長会総会、全国高速自動車道市議会協

議会定期総会などへの出席、並びに、先進

市行政視察における３常任委員会１８人

分、及び議会運営委員会の正副議長を含め

た８人分の費用弁償でございます。 

 また、普通旅費は随行事務局職員の旅費

でございます。 

 ３常任委員会と議会運営委員会の視察

先でございますが、総務建設常任委員会が

熊本県宇土市と佐賀県佐賀市で、お一人当

たり５万３，０００円、文教上下水道常任

委員会が千葉県我孫子市と埼玉県戸田市

で、一人当たり４万２，５７０円、民生常

任委員会が、東京都足立区と群馬県前橋市

で、一人当たり５万５９０円、議会運営委

員会が、愛知県尾張旭市と愛知県豊明市で、

一人当たり２万６，４２０円の支出でござ

いました。 

 次に、節１０交際費は、主に議長公務に

伴う会費等の経費や行政視察時の手土産

代などでございます。 

 行政視察時の手土産代といたしまして

は、先ほど申し上げました３常任委員会と

議会運営委員会の視察先である８市への

訪問時の費用でございます。 

 節１１需用費における消耗品費の主な

ものは、官報をはじめ専門誌や新聞代、定

期購読の機関誌、また、コピー用紙やプリ

ンタートナーなどに要した経費でござい

ます。 

 食糧費は、来客時のお茶、コーヒーなど

の賄いに係る費用でございます。 

 印刷製本費は議会だよりの発行に係る

経費や議会応接室に掲げております議長

用写真のデジタルプリント代でございま

す。 

 修繕料は、議会事務局で使用するプリン

ターなどの修繕に係る経費でございます。 

 節１２役務費、通信運搬費は、議会事務

局で使用しております携帯電話の通話料、
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手数料は議長室のテーブルクロスのクリ

ーニング代、筆耕翻訳料は本会議での速記、

そして各委員会、協議会などにおける音声

反訳料でございます。 

 前年度に比べ、３６．２％、７０万４，

７０６円の増加となっております。 

 主な原因といたしましては、筆耕翻訳委

託料のうち、速記料に係る１時間当たりの

単価が２，８００円増加したことによるも

のです。 

 節１３委託料、会議録検索システムデー

タ更新等委託料は、市議会ホームページや

庁内ランのインターネット系から閲覧で

きます定例会や各委員会の会議録検索シ

ステムのデータ更新に係るものでござい

ます。 

 同じく議会ホームページ改修委託料は、

元号の改正に係るシステムの改修経費で

ございます。 

 同じく議会映像配信委託料は、市議会ホ

ームページから本会議での議論の様子を

インターネット配信、及び録画配信で視聴

できる映像配信システムの運営管理業務

委託料でございます。 

 次に、７４ページ、節１４使用料及び賃

借料は事務局内の電子複写機レンタル料

でございます。 

 節１８備品購入費のうち、庁用器具費は、

議会事務局で従前から使用しております

カラープリンターが故障により使用不可

となったため、新たにカラープリンターを

購入いたしました経費でございます。 

 同じく図書購入費は議会図書室用の図

書の購入費でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金のうち、

政務活動費につきましては、執行がござい

ませんでしたので決算書に記載がありま

せん。 

 最後、各種の負担金についてであります

が、全国市議会議長会は、全国８１５市の

議長により組織され、地方自治の拡充に関

し関係方面に反映させるための措置を行

い、とりわけ、全国知事会、全国市長会、

全国町村会、全国都道府県議会議長会、全

国町村議会議長会と合わせた地方６団体

の一つといたしまして、内閣に対して意見

の申出、国会に対して意見書の提出を行う

全国的連合組織でございます。 

 その下、近畿市議会議長会は、全国市議

会議長会を９ブロックに分けた１ブロッ

クとして位置づけられており、２府４県１

１１市の議長により組織され、全国市議会

議長会が行う措置の近畿部会として意見

の集約を図る組織でございます。 

 また、近畿地方独自の地方自治の拡充に

関し関係方面に反映させるための措置を

行う組織でございます。 

 大阪府市議会議長会は、近畿市議会議長

会を構成する２府４件６団体の一つとし

ての位置づけで、大阪府内３３市の議長団

により組織され、近畿市議会議長会が取り

まとめる大阪ブロックの意見を集約する

組織でございます。 

 北摂市議会議長会は、大阪府市議会議長

会を４ブロックに分けた１ブロックとし

ての位置づけであり、７市の議長団により

組織され、大阪府市議会議長会が取りまと

める北摂ブロックの意見の集約を図る組

織でございます。 

 また、先進市の海外視察や各市議会間の

情報交換、制度運営に関する調査を行う組

織でございます。 

 その下、全国高速自動車道市議会協議会

は、高速自動車道の建設促進と料金制度や

防災、安全対策など、高速道路の諸情勢や

通過市共通の問題を総合的に調査・研究し、
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その解決を図るため、関係方面に要請など

の措置を行う組織で、令和２年４月現在、

全国３２３市が加盟しております。 

 以上、決算内容の説明とさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

○渡辺慎吾委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 弘委員。 

○弘豊委員 それでは、質問させていただ

きたいと思います。 

 まず１点目は、議会だより発行事業に関

わってなんですけれども、昨年から議会だ

よりの編集委員長もやらせていただいて

おるんですが、委員の中からですね、議会

だよりの紙面の充実をというふうなこと

の意見も出されてまして、具体的には、一

般質問等でやり取りする分の書ける文字

数がやっぱり少ないから、もう少しページ

数をふやせたらどうなのかというふうな

意見でした。 

 ただ、ページ数をふやすとなると、費用

に関わってくるものなので、それは編集委

員会の中ではなかなか決められることで

はないですねというふうなことでですね、

予算や決算に係る審査のほうに持ち越す

べきだというふうなことで、そのときには

そうなっているんですけれども、今回、決

算を見ておりますと、決算額で残額も出て

おります。 

 仮にページ数を１枚ふやすというふう

なことになったときに、費用的にはどれぐ

らいの差が出るのかというふうなことで

ですね、分かれば教えていただきたいと思

います。 

 次にですね、議会ホームページに関わっ

てです。 

 議会ホームページ改修委託料というふ

うなことで執行されてます。また、議会映

像配信の委託料というようなところも項

目としてあるわけですけれども、もし分か

ればなんですけれども、その議会ホームペ

ージのアクセス数などが分かればお聞き

しておきたいというふうに思います。 

 それから、最後、議会事務局の体制に関

わってなんですが、人件費事業のところは

人事課の所管になりますので、ここで聞い

ても答弁はなかなか難しいと思うので、意

見だけ述べさせていただきたいんですが、

平成３０年度の決算の際には議会事務局

の一般職職員の数は８名おりました。 

 今回、令和元年度の決算審査をしている

わけですけれども、ここでは議会事務局の

職員の数は５名ということで、３名減って

おります。 

 人事課のほうに事前に聞いておるんで

すけれども、昨年度入っていた参与の人件

費、それから大阪府市議会議長会のために

事務でお手伝いいただいている非常勤職

員の人件費、これはそれぞれ人事課のほう

で持っているので、ここの議会費のところ

には表れてきませんよというふうなこと

で説明を受けました。 

 平成３０年度の際には、職員の中で育児

休業であったり病気休暇であったり、そう

いうふうなことで、実際には７名ほどが年

間通していて、昨年も７名というふうなこ

とだったので、それほど大きな人員の変化

ではなかったかなというふうに思うんで

すが、今年度に入って見たら５名しかやっ

ぱりいないというふうなことの中で、この

議会事務局の体制が、やっぱりいろいろな

事務とかにも表れてきているんじゃない

のかなと。 

 例えば、会議録のホームページへのアッ

プがなかなか昨年進まなくていろいろと

不都合もあったというふうなこともあり
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ますし、今年度、これから以降の分でも、

いろいろやっぱり議会改革のために進め

ていかないといけないような、そういう話

し合いや資料集めやそんなことも含めて、

やっぱり必要な人員というのは確保して

いかなければならないというふうなこと

が課題としてあるというふうに思います。 

 これは答弁は結構ですので、意見として、

やっぱり議会事務局の体制をしっかりと

拡充していかないことには議会機能の中

にも問題が出てくるというふうなことで

ですね、ぜひ、その点はしっかりと声を上

げていっていただきたいなというふうに

思います。 

 以上、答弁２点お願いします。 

○渡辺慎吾委員長 その最後の弘委員か

らの要望ですけど、全く私も同意見でして、

やっぱり必要な、事務局としても人員を確

保するということ、これ、最善の努力をし

てもらいたいし、要望してもらいたいんで

すよ。 

 やっぱり人員が減るということは、議会

事務局の力とか、そういう能力が減るとい

うふうに思いますので、私も弘委員には全

く同感ですので、その辺のこと要求をお願

いしたいと思います、人員の確保のね。 

 それでは、２点について答弁いただきた

いと思います。 

 溝口局次長。 

○溝口事務局次長 それでは、弘委員から

のご質問２点についてご答弁させていた

だきます。 

 まず、議会だより発行事業に関しまして

の今後の紙面の充実に当たってですね、ペ

ージ数をふやした場合の費用というよう

な件についての質問でございますけれど

も、現在ですね、印刷製本費として、８ペ

ージの場合、単価といたしましては１６．

２５円、増刷した場合は、１２ページの場

合につきましては、単価２２．８円で予算

のほうを計上させていただいております。 

 今後ですね、この分のページ数をふやし

ていくということになりますと、ちょっと

今、具体的な数字は持ち合わせておりませ

んけれども、業者のほうとまた調整、確認

いたしまして、紙面の充実を図る場合には

どれぐらいの費用が今後必要になってく

るかということにつきまして検討してま

いりたいと考えております。 

 また、その場合ですね、今年度から全戸

配布という形に変えさせていただいてお

りますので、そちらについても影響が出て

くるものと考えておりますので、そちらに

ついても併せて協議、検討する必要がある

かと思っております。 

 続きまして、委託料についてのご質問で

ございます。 

 ホームページへのアクセス数がどのく

らいあるかというようなお問いですけれ

ども、こちらにつきましては、現在、事務

局におきましては記録確認できておりま

せんので、これは委託業者のほうで記録が

出ると思いますので、そちらのほう、今後

確認いたしまして、また、数字のほうをお

示しさせていただきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 弘委員、いいですか。 

○弘豊委員 はい、分かりました。 

 そうしましたら、議会だよりの件なんで

すけれども、この点については、これまで

取っている予算取りの範囲の中ではなか

なかそのページ数をふやすというふうな

ところには至らないというふうなことで

す。 

 ただ、意見として、今後継続してそうい
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った紙面の充実なんかも検討していきた

いというふうな、そういったことも議会だ

よりの編集委員会の中でちょっと話にな

っているので、今後、また検討していって、

必要であれば、また、予算の拡充もお願い

したいというふうにお願いしたいと思い

ます。この点については結構です。 

 それと、ホームページへのほうなんです

けれども、これは実際見ておられる方から

少し意見を頂戴しているんですけれども、

なかなか、今、コロナ禍で傍聴も遠慮して

ほしいというふうなことでアナウンスし

ている関係もありますから、やっぱりリア

ルタイムで見て、やっぱりその中身がより

よく分かるような、そういう工夫というの

も要るというふうに思うんですよ。 

 その中の一つとして、理事者の答弁が、

１回目の質問のときなんかだったらずっ

と長いこと続いたりしますよね。そのとき

に、今、誰の質問をやっているのかという

ふうな、そこが分からないというふうなこ

とでですね、ずっと聞いて、それで質問に

変わったときに、ようやく、ああ、この人

のところかと、どこまで、今、議事が進ん

でいるのかと、そこで分かるというふうな

ことなので、できれば、理事者が答弁して

いるときに誰それの質問というふうなこ

とが字幕で出てたら、そこの今の議会の進

行具合というのが分かるというふうなこ

とで、そういう工夫がしてもらえたらなと

いうふうなことが一点。 

 それと、もう一つは採決の際なんですけ

れども、賛成、反対というふうなことで賛

否の決を採ったときに、一瞬だけぱっと議

場のほうにカメラが向くんですが、賛成多

数というふうなことが出たときに、賛成が

何人、反対が何人とかいうふうなそこのと

ころが分からない、誰が賛成したのか、誰

が反対したのか分からない。そこのところ

まではなかなかその場で記すのは難しい

にしても、ぱっと画面を、賛否の数字って

いうふうなところを映すことができない

のかなっていうふうな、そういったことが

意見としてありましたので、もし、すぐで

きるようだったらやっていただきたいな

というふうに思いますし、また、ちょっと

技術的な問題、課題があるようでしたら、

また、今後検討していただいて、そういっ

た声にも応えられるように考えていただ

けたらなというふうに思います。 

 これも要望としておきますので、答弁の

ほうは結構です。 

○渡辺慎吾委員長 アクセス数の件なん

ですけど、弘委員がおっしゃったんですけ

ど、我々の立場としたら、どのぐらいのア

クセスがあるかということも非常に興味

があると思いますし、そういう点も、もし、

そういう公開できるようでしたら教えて

いただきたいと思いますので、要望なんで

すけど、よろしくお願いしたいと思います。 

 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 認定第１号、所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○渡辺慎吾委員長 全員賛成。 

 よって、本件は認定すべきものと決定し

ました。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時４８分 休憩） 
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（午前１０時５１分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 委員会を再開します。 

 それでは、第４回定例会の審議日程及び

議会日程について事務局から説明をお願

いします。 

 香山主幹。 

○香山事務局主幹 それでは、第４回定例

会の審議日程等の事務局案について、お手

元の資料に基づき説明いたします。 

 まず、１ページ目の審議日程につきまし

てご説明させていただきます。 

 会期は、１１月３０日から１２月１７日

までの１８日間でございます。 

 本会議初日の１１月３０日は、閉会中の

継続審査となっていました案件の委員長

報告、採決、そして、付託案件について提

案理由の説明、質疑、委員会付託、並びに

即決案件の審議でございます。 

 また、この日の午後５時１５分が議会議

案の届出締切りでございます。 

 １２月１日が文教上下水道及び民生常

任委員会、２日が総務建設常任委員会と常

任委員会予備日、３日が常任委員会予備日

でございます。 

 また、２日の正午が一般質問の届出締切

りでございます。 

 １４日が議会運営委員会、１６日は本会

議で一般質問、１７日の本会議では、一般

質問の後、付託案件の委員長報告、採決の

後、議会議案の審議となっております。 

 また、１７日の本会議終了後に開催いた

だく議会運営委員会は、次の第１回定例会

の審議日程の仮決定をお願いするもので

ございます。 

 以上が審議日程案でございます。 

 続きまして、２ページをご覧ください。 

 審議日程についてご説明申し上げます。 

 まず、１１月３０日につきましては、日

程１が会期の決定、日程２は、認定第１号

から認定第８号で、委員長報告を受けた後、

討論、採決でございます。 

 この８件を採決グループごとにまとめ

るように順序を並べ替えて備考欄に、一括

起立採決、あるいは一括簡易採決と記載い

たします。 

 先ほどの協議会での態度表明を基に整

理いたしますと、日程第１号、認定第２号、

認定第３号、認定第４号、認定第７号及び

認定第８号は一括起立採決、認定第５号及

び認定第６号は一括簡易採決となります。 

 日程３は、議案第８２号など１６件で、

提案理由の説明を受けた後、所管の委員会

に付託となります。 

 日程４は、議案第８９号など２件で、一

括上程し、即決でございます。 

 日程５は、議案第８１号で、上程の上、

即決でございます。 

 次に３ページをご覧ください。 

 １２月１６日については、一般質問でご

ざいます。 

 １７日については、日程１、一般質問の

後、日程２、議案第８２号など委員会付託

案件の１６件を一括上程の上、委員長報告、

採決となります。 

 以上が議事日程でございます。 

 次の議案付託表につきましては、総務建

設、文教上下水道、民生の各常任委員会及

び議会運営委員会で審査いただく案件で

ございます。 

 最後の所管別分割表につきましては、議

案第８２号、令和２年度一般会計補正予算

（第８号）について付託された委員会で審

査いただく内容でございます。 

 以上、事務局案の説明といたします。 

○渡辺慎吾委員長 ただいま事務局から

説明がありましたとおりでよろしいです
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か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 はい。それでは、その

ように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時５５分 休憩） 

（午前１０時５６分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

 次に、本委員会の冒頭で確認させていた

だきました、議会運営における新型コロナ

ウイルス感染症対策について協議をさせ

ていただきます。 

 本市議会としましては、これまでマスク

着用、手指のアルコール消毒、扉や窓を開

けての換気などの対策を講じてきたとこ

ろです。 

 この感染症については、現在、第３波が

到来していると言われる状況下において、

近隣他市の議会においても対策が講じら

れている状況も見受けられますことから、

本市議会においてもさらなる対策を講じ

るべきかと協議させていただきたいと思

います。 

 それでは、新型コロナウイルス感染症へ

の対応につきまして、事務局から説明をお

願いします。 

 溝口局次長。 

○溝口事務局次長 それでは、コロナ禍に

おける議会運営につきまして、現状のまず

取り組みについて、本市での取り組みにつ

いて簡単にご説明をさせていただきたい

と思います。 

 まず、今、本会議場におきましては、出

入口での手指消毒の徹底、また、議場の議

員出入口扉を開放いたしまして、周辺通路

の窓を開けることにより外気を取り込む

ことで空気の循環をつくってございます。 

 また、出席者全員のマスクの着用、こち

らにつきましては、傍聴者にもご協力をい

ただいております。 

 また、議員につきましては、発言時にマ

スクを着用したままで発言をしていただ

いております。 

 また、傍聴席につきましても、適宜空席

を設けまして、密にならない環境をつくっ

ております。 

 委員会室におきましても、同様でござい

ますが、手指消毒の徹底、また、マスクの

着用、あと、出席者を管理職以上にするな

ど、必要最小限での人数で対応されるよう、

議長からも理事者に対して要請をしてお

るところでございます。 

 北摂各市の状況でございます。 

 お配りさせていただいております資料

についてでございますが、大きくは三つの

対応をしておりまして、まず、本会議場へ

のアクリル板の設置について、こちらにつ

きましては、箕面市と本市以外につきまし

ては、現在、設置をされておるということ

を確認しております。 

 また、設置場所につきましては、各市で

異なっておりますが、理事者席のみ、また、

演壇、議長席と演壇という形で各市によっ

て対応は異なっておるということを確認

させていただいております。 

 次に、出席者の制限についてでございま

すが、こちらにつきましては、池田市、箕

面市、本市が現在対策を行っておりません

が、その他の市につきましては、例えば豊

中市でありますと適宜離席を可能として

おります。 

また、その他の３市につきましては、開会

時や採決時を除き、一部は会派控室で待機

をしておるということを確認しておりま

す。 

 理事者につきましては、池田市と茨木市、
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本市が対策を実施しておりませんが、それ

以外の市につきましては、必要最低限、説

明者等での出席という対応を行っておる

と確認しております。 

 次に、審議の短縮についてでございます

が、豊中市、池田市、箕面市、本市が対策

を実施しておりませんが、それ以外の３市

につきましては、質問の割当時間及び質問

日数も減らして短縮を行う。また、茨木市

については質問時間を減らして短縮を図

っておるということを確認しております。 

 その他の対応状況でございますけれど

も、適宜休憩及び換気を行っているところ

や、傍聴を控えていただくよう協力を求め

ておられるところ、また、本市のように、

傍聴席数を減らしているところも３市ご

ざいます。 

 このような状況を近隣の北摂各市で確

認をさせていただいております。 

 今後の改善案ということで、今、事務局

案として考えております点について説明

をさせていただければと思いますけれど

も、例えば、先ほども他市で実施しており

ます、アクリル板の設置について、議長席、

質問者席、演台前、この３か所にアクリル

板を設置することはどうかということを

検討させていただいております。 

 また、議場の議員出入口の扉については、

閉鎖をしますけれども、例えば、議場後方

の傍聴者の裏側にあります扉を開放いた

しまして、また、周辺通路の窓を開けるこ

とによりまして外気を取り込み空気の循

環をつくるということも実施したいと考

えております。 

 また、これから寒い時期に入ってまいり

ますので、出席者につきましては、ひざ掛

け等の防寒対策を適宜行っていただくと

いうことで、寒さを防いでいただくという

ことや、発言時につきましては、長時間マ

スク着用で息苦しくなるといったお声も

お聞きしておりますので、例えば、マスク

に代わりましてマウスシールド、透明で表

情も映像配信等でも見ていただけるとい

うようなことも検討しておるところでご

ざいます。 

 今申しましたのは本会議場での改善提

案ということになりますけれども、委員会

室におきましても、例えばおおむね１時間

を目安に換気のために５分程度の休憩時

間を設けるといったことや、理事者と委員

との間隔が狭いということもございます

ので、可動式の仕切り板といったものの設

置も検討する必要があるのかなと考えて

おります。 

 あと、例えば、特に総務建設常任委員会

で申しますと、理事者側の出席者が多いと

いうこともございますので、現在、２班編

制で実施しておりますけれども、これを例

えば３班編成にいたしまして審議を行う

といったことも検討が必要かと思ってお

ります。 

 以上、現状と改善案の提案ということで

事務局としての説明とさせていただきま

すので、ご協議いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

○渡辺慎吾委員長 説明がありましたが、

委員長の意見ですけど、これ、皆さん、新

型コロナウイルス感染症については素人

ですよね、そこでいろんな議論をしてもや

っぱり限界があると思うし、事務局のやっ

ぱり予算やら、それからうちの市のキャパ

があるわけですから、その辺の点は、議長

団やら委員長団、それから事務局サイドで

一遍きちっと議論しながら、そのうえでつ

くり上げていきたいなというふうに思う

ので、それでよろしいですかね。委員の皆
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さん、どうでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 当然、議長団、委員長

団、そして事務局サイドで、他市の今説明

があった取り組みの事例も踏まえて、一応

やってみて、それで何か問題があるようで

したら、ちょっとこうしたほうがいいのと

違うかというのがあったら、また、やって

いく。 

 それでやってみて、何かもう一つプラス

したほうがいいとかいうふうなものがあ

ったら、また、それも改善していくという

方向でいきたいと思いますので、それでご

了承をお願いしたいなと思うんですけど、

よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 はい。それでは、議会

運営における新型コロナウイルス感染症

への対応につきまして、本日決定いただい

た内容で実施していくこととしますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上で、本委員会を閉会いたします。 

（午前１１時５分 閉会） 
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